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○新庄市地域おこし協力隊設置要綱  

平成２６年３月１９日  

告示第２２号 

（設置） 

第１条 人口減少及び高齢化の進行する本市において地域外の人材の誘致、定住

及び定着を図り、もって地域力の向上及び地域の活性化に資するため、地域お

こし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官通

知）に基づき新庄市地域おこし協力隊（以下「協力隊」という。）を設置する。  

（協力隊の活動）  

第２条 協力隊の隊員（以下「隊員」という。）は、次の各号に掲げる活動（以

下「協力活動」という。）を行う。  

（１） 農林水産業の支援活動  

（２） 環境保全の支援活動  

（３） 観光、特産品その他の地域資源の発掘及び商品開発の支援活動  

（４） 地域間交流並びに移住及び定住の促進に関する活動  

（５） 地域おこし支援活動  

（６） その他市長が必要と認める活動  

（任用） 

第３条 隊員は、次の各号の要件のすべてを満たす者のうちから市長が任用する。 

（１）  ３大都市圏内の都市地域又は政令指定都市から生活の拠点を市内へ移

し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく住民票を異動する

意思を有する者（任用される前に既に市内に定住している者を除き、次に掲

げる者を含む。）であること。  

ア  ３大都市圏外の市町村又は３大都市圏内の条件不利地域の市町村におい

て地域おこし協力隊であった者（同一市町村において活動実績２年以上、か

つ、退職又は免職から１年以内の者に限る。）  

イ  ３大都市圏外の市町村又は３大都市圏内の条件不利地域の市町村におい

て語学指導を行う外国青年招致事業（以下「 JETプログラム」という。）を

終了した者（ JETプログラム参加者としての活動実績２年以上、かつ、 JET

プログラム終了から１年以内の者に限る。） 

ウ 海外に在留し、市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者  
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（２）  地方公務員法（昭和２５年法律２６１号）第１６条の規定による欠格

条項に該当しない者であること。  

（３）  地域おこしに深い熱意を有し、積極的かつ誠実に活動を行うことがで

きると認められる者であること。  

（平２９告１４４・一部改正、令２告８・旧第５条繰上・一部改正、令７

告１８・一部改正）  

（任期） 

第４条 隊員の任期は１年とし、最長３年まで延長することができるものとする。 

（令２告８・旧第６条繰上・一部改正、令７告１８・一部改正）  

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、隊員の任用、服務、勤務条件等に関する

事項は、新庄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令

和２年規則第１４号）、新庄市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する

規則（令和２年規則第１５号）及び新庄市会計年度任用職員取扱規則（令和２

年規則第 号）の定めによるものとする。  

（平２９告１４４・全改、令２告８・旧第１０条繰上・一部改正）  

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則（平成２９年１２月告示第１４４号）  

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第４条第１項の改正規定及び附

則の次に別表を加える改正規定は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（令和２年２月告示第８号）  

この告示は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則（令和７年２月告示第１８号）  

この告示は、令和７年４月１日から施行する。  

 


